
物価高騰による家計への負担を軽減
プレミアム付商品券「PREMIUM豊岡2026」を販売

省エネ家電への買換え費用の一部を補助

　市内のスーパーや飲食店、衣料品店など幅広い店舗で使用できる50％プレミアム付商品券を販売
します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《問合せ》環境経済課☎23-4480

　家庭におけるエネルギー費用負担を軽減するとともに、排出される二酸化炭素排出量を削減する
ため、省エネ家電への買換えに係る費用の一部を補助します。

《問合せ》コウノトリ共生課脱炭素推進室☎21-9136

▶販売単位　１セット12,000円分（1,000円×
12枚綴り）を8,000円で販売

▶購入上限　１人※1２セットまで（子ども※2１
人につき購入上限を１セット追加）

※1 2026年１月１日時点で本市の住民基本台
帳に登録がある方

※2 26年１月１日時点で本市に住民登録があ
る、高校３年生相当年齢以下（07年４月２日
以降生まれ）の方が対象

▶販売期間　３月19日（木）～８月31日（月）
▶販売場所　市内郵便局（購入引換券と免許証、
マイナンバーカードなどの本人確認書類を
持参してください。）

▶使用期間　３月19日（木）～９月30日（水）

▶対象
・市内の店舗から、新品（未使用品）の対象家
電を合計３万円（税抜）以上購入した市民

・１世帯あたり１回限りで、省エネ家電に買
換える場合に限る（新規購入は対象外）

※インターネット購入・通販は対象外
※ 2023年度に実施した「豊岡市省エネ家電買換
補助金」を活用し買換えた家電の買換は対象外

▶対象家電

▶購入引換券の送付
　３月中旬に、各世帯へプレミアム付商品券
の購入引換券を発送します。手元に届いた引
換券は販売開始まで大切に保管してください。
　３月31日（火）までに購入引換券
が届かない場合は環境経済課に連
絡してください。
商品券販売郵便局
<販売時間：平日9：00～17：00＞

<販売時間：平日9：00～16：00＞

【購入に関するお願い】
　販売開始直後は混雑が予想されます。お急
ぎでない方は、 混雑を避けた後日の購入を検討
してください。また、来局時は交通ルールを
遵守し、安全に配慮してください。

▶補助金額

※本体購入費のみとし、消費税は含まない
▶購入対象期間
　３月１日（日）～９月30日（水）
▶申請期間
　４月17日（金）～10月30日（金）
▶申請方法
・必要書類を提出（オンラインも受付予定）

家電名 条件
冷蔵庫 省エネ基準達成率100％以上（目標年度2021年度）
テレビ 省エネ基準達成率100％以上（目標年度2026年度）
エアコン 省エネ基準達成率100％以上（目標年度2027年度）

購入額（税抜）合計※ 補助金額
15万円以上 ５万円

12万円以上15万円未満 ４万円
９万円以上12万円未満 ３万円
６万円以上９万円未満 ２万円
３万円以上６万円未満 １万円

市ホームページ▶

豊岡 豊岡京町 豊岡千代田 豊岡八条簡易 豊岡塩津
豊岡三江 豊岡病院内簡易 豊岡高屋 豊岡下陰 豊岡土渕
豊岡瀬戸 豊岡神美 城崎 森本 竹野
日高府中 上石簡易 八代簡易 但馬日高 栗山
清滝 神鍋 出石内町 出石 出石鍛冶屋
出石嶋 袴狭簡易 但東中山 但東 久畑

奈佐簡易 港東簡易

クローズアップ豊岡
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https://www.city.toyooka.lg.jp/kurashi/1031324/1032411.html
https://www.city.toyooka.lg.jp/kurashi/gomikankyo/1035214.html


リニューアル前の市民会館へ足を運んでみませんか
《問合せ》市民会館☎23-0255、新文化会館整備推進室☎21-9130

４月から子ども・子育て支援金制度が始まります
　「子ども・子育て支援金制度」は、社会全体
で子育て世帯を支える仕組みです。児童手当
の拡充などの財源として、令和８年度から医
療保険料とあわせて徴収されます。なお、徴
収の開始時期や金額は加入する医療保険によ
り異なります。
　国では、１人当たり令和８年度250円、９年
度350円、10年度450円と試算しています。
子ども・子育て支援金が充てられる事業
(法律で定められています)
① 児童手当の拡充　▷所得制限の撤廃▷支給
期間を高校生年代まで延長▷第３子以降は
一人当たり月３万円に増額▷２カ月に１回
の支給

② 妊婦のための支援給付　｢伴走型相談支援｣の
面談と合わせて、妊娠届出時に５万円、出
産後にこどもの数×５万円を支給
③ 出生後休業支援給付　出生直後の一定期間

内に両親ともに14日以上の育
児休業を取った場合、最大28日
間、手取りの10割相当を支給
④ 育児時短就業給付　こどもが２
歳未満の期間に、時短勤務を選択した場合、
時短勤務時の賃金の原則10％を支給
⑤ こども誰でも通園制度　保育所等に通って
いない０歳６カ月から満３歳未満のこども
が時間単位等で柔軟に利用できる制度
　こども１人当たり10時間/月の利用が可能
⑥ 育児期間中の国民年金保険料免除　国民年
金の第１号被保険者の方を対象に、育児期
間中の国民年金保険料を免除
※①～④はすでに実施されている事業

《問合せ》こども未来課☎21-9118

ガイド付き建物探検ツアー参加者募集

　普段は見ることができない会館内部や舞台
裏などをリニューアル前に見学できます。
日時　　３月21日（土）
　　　　①午前10時～11時30分
　　　　②午後１時30分～３時
申込み　 二次元コードから申込み、または市

民会館に申込書を提出（先着順、定員
になり次第受付終了）

参加費　無料

こども家庭庁ホームページ▶

リニューアル前企画展「つづく文化、つなぐ場」

　人・地域・世代をつないできた市民会館の
歩みを、写真や記録資料を通して紹介する企
画展を開催します。
　建設当時のまちの様子や、市民による文化活
動・式典の記録などを展示し、人と文化をつな
ぐ「場」として使われてきた姿をたどります。

期間　３月14日（土）～29日（日）（火曜休館）
会場　市民会館
　　　会館棟１階玄関ホール

詳しくはこちら▶

申込フォーム▶
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https://forms.gle/dJ7ESXW52cnZDtbW8
https://www.city.toyooka.lg.jp/1019810/1019844/shiminhall/index.html
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin

